
 

 

受付場所：久喜市役所保育幼稚園課・ 

各行政センターこども未来係 

受付時間：８時３０分～１７時１５分（平日）  

※11 月 10日（日）は臨時開庁（保育幼稚園課のみ受付可） 

受付時間：８時３０分～１７時１５分【１２時～１３時除く】 

※書類に不備があると受付ができない場合があります。 

※混雑状況により、窓口でお待ちいただくことがあります。 

閉庁日 

２日（土）・３日（祝日） 

４日（振替休日）・9日（土） 

② 結果通知 

受付期間は、令和 7年 1月２2日（水）～２月 3日（月）までとなります。 

【久喜市役所保育幼稚園課・各行政センターこども未来係】※土・日・祝日は閉庁日 

 

久喜市役所 保育幼稚園課 第 2 号 2024 年 10月発行  問い合わせ 0480-22-1111 

令和 7年度４月入所 保育所・認定こども園等の園児募集について 
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・令和 7年 1月下旬頃に郵送  ⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※幼稚園・認定こども園の幼稚園の部分（１号認定）の申込・問い合わせは、直接施設にお願いします。 

 

 

 

 

 

① 受付期間 

 

・申請者全員に入所承諾または入所保留の通知が届きます。 

・申請後に、住所・連絡先・就労状況など変更が生じた場合は、

必ず変更届や変更後の就労証明書を提出してください。 

・入所保留の方は、希望園を変更または追加することをご検討

ください。 

二次募集について 

＊日曜開庁について 

・保育幼稚園課の日曜開庁業務は令和５年９月末で終了しましたが、申請期間の１１月１0日（日）は、 

久喜市役所保育幼稚園課のみ、臨時開庁いたします。 

・日曜開庁日には、申請用紙などの書類は配架コーナーからご自由にお取り頂けます。 

保育施設の情報がほしいときに ぜひご利用ください！入所の情報や空き情報等を公開しています。 

久喜市ホームページ          キーワード ： 保育所   検索 

 

 

 

 

 

 

 

裏面に続く 



 

 

＊＊＊ よく頂く質問のご紹介＊＊＊ 

Ｑ１：保育所を選ぶにあたり事前に見学はできますか？ 

Ａ：久喜市では、お子さんと一緒に希望する保育所等を見学していただく必要があります。 

   保育所等に直接連絡し、見学の予約をしてください。 

   見学時には、園の開所時間や保育の利用時間などを確認し、見学終了後に保育所等の担当者

から“見学チェック表”に見学完了のチェックを受けてください。 

☆見学のポイント☆ 

・雨や雪でも毎日通うことができるか。 

・安心して送り出せる場所であるか。 

・こどもたちが生き生きしているか、保育者は笑顔でこどもと接しているか。 

・見えるものだけでなく、施設の想いも聞いてみると共感できるものが見つかるかも。 

Q２：兄弟姉妹で申し込む場合はどうしたらいいですか？ 

A：申請書類が人数分必要になります。申請書類に“兄弟姉妹の同時申込における入所条件につい

て”の確認事項がありますので記入をお願いします。 

Q３：申請書類にある“就労証明書”は会社に書いてもらうものなのですか？ 

 A：「保護者記載欄」以外は事業者が記入、証明する書類です。個人事業主の場合はご自身で記入

のうえ「直近一か月分の製品等の売上明細表」など、事業内容及び実績がわかる書類の添付を

お願いしています。 

Q４： 妊娠しました。こどもが生まれる前から申込みはできますか？ 

Ａ：入所希望月に保育年齢に達している場合に申込みができますので、生まれる前からの申込み

はできません。園によって受入可能な保育年齢が異なっていますので、お子さんの月齢を見

ながら申込みのタイミングをお考えください。 

Ｑ５：一次選考で 4月入所ができませんでした。どうしたらいいですか？ 

Ａ：一次選考で提出していただいた書類で引き続き選考します。二次選考の期間に、希望園変更を

する場合は、久喜市のホームページなどで園の空き状況を確認して、“希望園変更届”と“見

学チェック表”を添付して提出してください。二次選考においても入所できない場合には、提

出していただいた書類で令和 7年 5月から令和 8年 3月まで、引き続き選考します。 

Q６：慣らし保育とは？どれくらいかかるの？ 

Ａ：慣らし保育とは、お子さんが安心して施設に通えるよう、環境に慣らす期間です。いつも一緒

にいた保護者と離れ、知らない場所で過ごす時間はこどもにとって大きな負担となります。

初日から在園児のように過ごせないため、短い時間から施設に慣らしていく期間を設けてい

ます。慣らし保育の期間等は明確には定めておらず、お子さんの年齢、体調、園での様子など

を考慮してすすめます。施設によっても実施方法が異なりますので、見学時（申し込み前）に

必ずご確認ください。なお、入所前に慣らし保育を行うことはできません。 

 


